
＜事例＞ 

１．所定勤務時間・休日 

所定勤務時間：１日７時間 

  休日    ：月間６日（年間休日＝６日×１２ケ月＝７２日） 

年間所定勤務日数：２９３日（３６５日－７２日） 

２．賃金計算 

  ＜月給者＞ 

支給項目：基本給、役職手当、通勤手当 

不就労控除の計算方法（欠勤の場合） 

 ：（上記の基本給および手当）÷月平均所定勤務日数（２４．４日※）×欠勤日数 

※２９３日÷１２ケ月＝２４．４日

  ＜時給者＞ 

支給項目：基本給（時給）、通勤手当（日額） 

不就労時時の取り扱い（欠勤の場合） 

 ：欠勤には、基本給および通勤手当は不支給 

３．休業手当の支払い／１０日間の休業 

  ＜月給者／基本給２５０，０００円、役職手当５０，０００円、通勤手当１０，０００円＞ 

  １００％補償   ７０％補償 

基本給  ２５０，０００円   基本給   ２５０，０００円 

役職手当 ５０，０００円   役職手当   ５０，０００円 

通勤手当 １０，０００円  通勤手当   １０，０００円 

不就労控除▲１２７，０４９円   不就労控除▲１２７，０４９円 

休業手当  １２７，０４９円   休業手当   ８８，９３５円 

合  計  ３１０，０００円   合  計  ２７１，８８６円 

助成金受給額８３，３００円    助成金受給額 ８１，６３０円 

 （８，３３０円×１０日）   （８，１６３円×１０日） 

  ＜時給者／時給１，２００円、通勤手当１００円（日額）、１日の所定勤務時間６時間＞ 

出勤：８日間 休業：１０日 

  １００％補償    ７０％補償 

基本給   ５７，６００円    基本給   ５７，６００円 

通勤手当   ８００円    通勤手当    ８００円 

休業手当  ７３，０００円    休業手当  ５１，１００円 

合  計 １３１，４００円    合  計 １０９，５００円 

助成金受給額８３，３００円    助成金受給額 ８１，６３０円 

 （８，３３０円×１０日）   （８，１６３円×１０日） 
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様式第５号(2)（H31.4 改正） 

雇用調整助成金 助成額算定書 ＜１００％補償の場合＞

（事業所名） 株式会社〇〇〇〇 （事業所番号） １２０５－〇〇〇〇〇〇－６ 

（１）前年度１年間の雇用保険の保険料

の算定基礎となる賃金総額
７５，９２８，０００ 円 

（２）前年度１年間の１箇月平均の

雇用保険被保険者数 ２０ 人 

（３）前年度の年間所定労働日数 ２９３ 日 

（４）平均賃金額
［(1)/（(2)×(3)）］

１２，９５７ 円 

休 業 
教 育 訓 練 

全日 短時間 

（５）休業手当等の支払い率 
※就業規則、休業等協定によって定められた、休業

手当の支払率又は教育訓練中の賃金の支払い率。

１００ ％ ％ ％ 

（６）基準賃金額 

［(4)×(5)］ 
１２，９５７ 円 円 円 

（７）１人日当たり助成額単価 
［(6)×助成率（  1/2 ・ 2/3 ）］ 

※基本手当日額の最高額を超える時は当該最高額。

８，３３０ 円 円 円 

（８）月間休業等延日数 
※様式第 5 号(3)の⑭～⑰欄から転記。

① ② 
事業所内 事業所外 

③ ④ 

１００ 

人・日 人・日 人・日 人・日 

（残業相殺分） 
※様式第 5 号(3)の㉑欄から転記。

⑤ 
１０ 人・日 

（９）助成対象となる 
月間休業等延日数 

※①～④を⑥～⑨へ転記。ただし⑤がある場合は、 
①からそれを差し引いた値を⑥に記入。①から差
し引きれなかった場合は、残り分を順次②③④か
ら差し引き、その値を⑦⑧⑨に記入。

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

１００人・日 人・日 人・日 人・日 

１００ 人・日 人・日 

（10）教育訓練に係る加算額 
［(9)× 1,200 円］ 

円 円 

（11）支給を受けようとする助成額 
［休業の場合(7)×(9)］ 
［教育訓練の場合(7)×(9)＋(10)］ 

833,000 円 円 円 円 

（12） (11)の小計
⑩ 

８３３，０００ 円 
⑪ 

円 

（13） (12)の合計 ８３３，０００ 円 

※（１）欄は千円未満の端数を切り捨てた値、（２）及び（３）欄は小数点以下の端数を切り捨てた値、 
（４）及び（６）～（８）欄は小数点以下の端数を切り上げた値を記入して下さい。
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様式第５号(2)（H31.4改正） 

雇用調整助成金 助成額算定書 ＜７０％補償の場合＞ 

（事業所名） 
株式会社〇〇〇〇 

（事業所番号） 
１２０５－〇〇〇〇〇〇－６ 

（１）前年度１年間の雇用保険の保険料 

の算定基礎となる賃金総額 
７５，９２８，０００ 円 

（２）前年度１年間の１箇月平均の 

 雇用保険被保険者数 

 

                 

 

２０ 

 

人 

（３）前年度の年間所定労働日数 
 

 
２９３ 日 

（４）平均賃金額 
［(1)/（(2)×(3)）］ 

 １２，９５７ 円 

 
休 業 

教 育 訓 練 
全日 短時間 

（５）休業手当等の支払い率 
※就業規則、休業等協定によって定められた、休業 
 手当の支払率又は教育訓練中の賃金の支払い率。 

７０ ％  ％  ％ 

（６）基準賃金額 

［(4)×(5)］ 
９，０７０ 円  円  円 

（７）１人日当たり助成額単価 
［(6)×助成率（  1/2 ・ 2/3 ）］ 

※基本手当日額の最高額を超える時は当該最高額。 

８，１６３ 円  円  円 

（８）月間休業等延日数 
※様式第5号(3)の⑭～⑰欄から転記。 

① ② 
事業所内 事業所外 

③ ④ 

１００    

人・日          人・日 人・日 人・日 

 

 
 

（残業相殺分） 
※様式第5号(3)の㉑欄から転記。 

⑤ 
 
 

１０ 人・日 

（９）助成対象となる 
   月間休業等延日数 
※①～④を⑥～⑨へ転記。ただし⑤がある場合は、 
 ①からそれを差し引いた値を⑥に記入。①から差 
 し引きれなかった場合は、残り分を順次②③④か 
 ら差し引き、その値を⑦⑧⑨に記入。 

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

    

１００人・日 人・日 人・日 人・日 

１００ 人・日  人・日 

（10）教育訓練に係る加算額 
［(9)× 1,200円］      

   円  円 

（11）支給を受けようとする助成額 
［休業の場合(7)×(9)］ 
［教育訓練の場合(7)×(9)＋(10)］ 

816,300 円  円  円  円 

（12） (11)の小計 
⑩ 

 
８１６，３００ 円 

⑪ 

 
 円 

（13） (12)の合計 ８１６，３００ 円 

※（１）欄は千円未満の端数を切り捨てた値、（２）及び（３）欄は小数点以下の端数を切り捨てた値、 
 （４）及び（６）～（８）欄は小数点以下の端数を切り上げた値を記入して下さい。 
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休業協定書 

 

 

株式会社○○○と株式会社○○○労働者代表       とは、休業の実施に関し下記のとお

り協定する。 

 

記 
 

１．休業の時期 

  休業は令和２年２月２１日から令和２年４月２０日までにおいて、６０日間実施する。 

 

２．休業の時間数 

  休業は、始業時刻（午前９時００分）から終業時刻（午後５時００分）までの間行う。 

 

３．休業の対象者 

  休業の対象者は全従業員とし、休業実施日においてはそのうち概ね２０人をできる限り輪番に

よって休業させるものとする。 

 

４．休業手当の額の算定基準 

  休業中は、１日当たり、次によって算定した額の１００％相当額（７０％相当額）の休業手当

を支給する。 

   １日当たりの賃金額の算定方法 

   イ．月ごとに支払う賃金 その月額÷１月の月平均所定労働日数 

   ロ．日ごとで支払う賃金 その日額 

   ハ．時間額ごとに支払う賃金 その時間額×１日の所定労働時間数 

 

５．雑則 

  この協定は令和２年２月２１日に発効し、令和２年４月２０日に失効する。 

 

 

以上 
令和  年  月  日 

 

株式会社○○○〇 

代表取締役  ○○ ○○  印 

 

株式会社○○〇 

労働者代表  ○○ ○○  印 
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様式第１号(1)（H31.4 改正） 

雇用調整助成金 休業等実施計画（変更）届 

 

 休業等（休業・教育訓練）の実施につき、次のとおり届けます。 
なお、この計画届による休業等の状況の確認を安定所（労働局）が行う場合には協力します。 

     
 

  年  月  日          事業主 住 所 〒 
                          又は  名 称 
                         代理人 氏 名                            ○印  
 
                                  申請者が代理人の場合、上欄に代理人の記名押印等を、下欄に事業主の住所、名称及び 

氏名の記入（押印不要）を、申請者が社会保険労務士法施行規則第 16 条第 2 項に規定する 
提出代行者又は同令第 16 条の 3 に規定する事務代理者の場合、上欄に事業主の記名押印 
等を、下欄に申請者の押印等をして下さい。  

                  労働局長 殿        事業主又は 
（         公共職業安定所経由）   (提出代行者・事務代理者) 
                               社会保険労務士                                 ○印  

 

 

①
届
出
事
業
主 

 
 

の
状
況 

(1)資本の額又は出資の総額  円 (2)主たる事業 
※大・中小 

  常時雇用する労働者の数  人   小売業・サービス業・飲食店・卸売業・その他 

(3)対象期間 事業主が指定した日（始期）～（終期）   年  月  日 ～     年  月  日 

(4)前回の対象期間（(3)欄の対象期間の始期の前日より前の２年間に前回の対象期間の終期が属する場合のみ記載） 

   年  月  日 ～     年  月  日 

 

②
休
業
等 

 
 

実
施
事
業
所 

(1)名   称 (2)所 在 地 〒 

 
 
 

 
 
 

  事業所番号     電話番号       （      ） 

(3)事務担当者職・氏名 

 

 

 

(4)賃金締切日       

 ａ（毎月   日）ｂその他（              ） 
   

◆判定基礎期間   年  月  日 ～     年  月  日  

③
休
業
内
容 

(1)休業予定日 

 

 

 

(2)休業予定の対象労働者実人員  人 (3)休業予定日数  日 
 
 
 
 
 
 

④
教
育
訓
練
内
容 

 

(1)教育訓練予定日 

 

 

 

(2)教育訓練予定の対象労働者実人員  人 (3)教育訓練予定日数  日 

(4)教育訓練の内容 (5)教育訓練実施予定施設 

 事業所内／事業所外 名  称  

 

 

所 在 地 〒 

電話番号 （    ） 

事業所内／事業所外 名  称  

 

 

所 在 地 〒 

電話番号 （    ） 

事業所内／事業所外 名  称  

 

 

所 在 地  〒 

電話番号            （    ） 
 
 

 
※ 受付番号 

 
 
 
 
 

住 所 〒  
名 称 

氏 名 
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注意事項 
 
【記入要領】 
１  本様式は一つの「判定基礎期間」（※1）ごとに別葉にして記入して下さい。◆欄には、記入内容に対応した判定基礎期間を記

入して下さい。  
※1  「判定基礎期間」とは、雇用調整助成金（休業等）の支給額の判定を行う際の単位期間のことで、賃金締め切り日の翌日

から次の賃金締め切り日の間の期間をいいます。賃金締め切り日が毎月異なるような場合は歴月とします。  
   「対象期間」（※2）の初日が判定基礎期間の途中にある場合、対象期間の初日から当該判定基礎期間の末日までの期

間を、直後の判定基礎期間に含めることができます。また、対象期間の末日が判定基礎期間の途中にある場合、当該判
定基礎期間の初日から対象期間の末日からまでの期間を、直前の判定基礎期間に含めることができます。  

※2 「対象期間」とは、事業主が指定した雇用調整の初日から起算して１年を経過する日までの期間をいいます。  
２   ２判定基礎期間又は３判定基礎期間分まとめて提出する場合、２つ目以降の判定基礎期間の分及び 2 回目以降の届出の分

については、①欄（①（３）欄を除く）及び②欄（②（１）欄を除く）の記入を省略できます。  
３   ①（１）欄には、届出の日における、届出事業主の「資本の額又は出資の総額」、及び届出事業主のすべての事業所で「常時

雇用する労働者」（２箇月を超えて使用される者（※3）であり、かつ、週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の従業員と概
ね同等（※4）である者の数）をそれぞれ記入して下さい。  
※3  「２箇月を超えて使用される者」とは、実態として２箇月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても雇用

期間の定めのない者及び２箇月を超える雇用期間の定めのある者を含む。  
※4  「週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の従業員と概ね同等」とは、現に当該企業の通常の従業員の週当たりの

所定労働時間が 40 時間である場合は、概ね 40 時間である者をいう。  
４   ①（２）欄には、届出事業主の主たる事業が該当するものを○で囲んで下さい。  
５   ①（３）欄には、「対象期間」（※2）を記入して下さい。  
６   ①（４）欄には、今回設定する「対象期間」の初日（始期）の前日より前の２年間において、前回の「対象期間」の満了日（終

期）が属する場合に限り、前回の「対象期間」を記入して下さい。それ以外の場合は、記入不要です。  
７   ②（４）については、休業・教育訓練実施事業所において賃金締切日として毎月一定の期間が定められている場合には、ａを

○で囲み括弧内にその期日を記入して下さい。その他の場合には、ｂを○で囲んで下さい。  
８   ③（１）欄には、休業を予定する日を記入して下さい。  
９   ③（２）欄には、休業を予定する対象労働者（雇用保険被保険者）の実人数を記入して下さい。  
10 ③（３）欄には、休業を行う対象労働者について、休業を予定する実日数（休業を一部の対象労働者について行う日及び事業

所内の全対象労働者に所定労働時間内に１時間以上行う日も、１日として計算する。）を記入して下さい。  
11 ④（１）欄には、教育訓練を予定する日を記入して下さい。  
12 ④（２）欄には、教育訓練を予定する対象労働者（雇用保険被保険者）の実人数を記入して下さい。  
13 ④（３）欄には、教育訓練を行う対象労働者について教育訓練を予定する実日数（教育訓練を一部の対象労働者について行

う日及び所定労働時間内に３時間以上行う日も、１日として計算する。）を記入して下さい。  
14  ④（４）欄には、実施する教育訓練が事業所内訓練と事業所外訓練のどちらか該当するものを○で囲んだ上で、教育訓練の

内容を記入して下さい。また、事業所内訓練の場合、講師を行う者の氏名を記入して下さい。  
15 ※印欄には記入しないで下さい。  
 
 
【計画届の提出にあたっての注意事項】  

   雇用調整助成金の休業又は教育訓練の実施計画届は、本様式及び「雇用調整助成金ガイドブック」の「計画届に必要な書類」
に示す添付書類を用いて次によって提出して下さい。  

１   休業又は教育訓練の実施に関する労使協定に定めるところによって実施することを予定する休業又は教育訓練（通常の生産
活動と区分して行われ、就業規則等に基づく通常の教育訓練以外のものに限る。以下同じ。）について提出して下さい。  

２   休業又は教育訓練を実施する事業所（以下「休業・教育訓練実施事業所」という。）ごとに提出して下さい。  
３   一つの判定基礎期間、又は二つないしは三つの連続した判定基礎期間（これを「支給対象期間」といいます）ごとに別葉で提

出して下さい。  
４   計画届の提出は、この届出に係る最初の休業又は教育訓練予定日の前日までに行って下さい（初回の計画届の場合は休

業又は教育訓練の開始日の２週間前までにお願いします） 。ただし、天災その他やむを得ない理由によりその日までに
届け出ることができないときは、その旨を記した書面を添えて当該理由のやんだ後 1 か月が経過する日までに提出して下さい。  

５   この届出の記載内容に不備がある場合や、必要な添付資料の提出がない又は記載内容に不備がある場合で、労働局長が定
める期間内に必要な補正又は提出がなされない場合には、助成金が支給されないことがあります。  

６   代理人が申請する場合にあっては、委任状（写）を添付して下さい。  
７   この届出により届け出た事項のうち、②欄から④欄までの事項及び教育訓練に係る添付資料の内容に変更（③欄の（１）から

（３）の休業に係る事項が計画の範囲内で縮小する場合を除く。）を生じたときは、次によって本様式を変更届として用いて変更
内容を遅滞なく届け出て下さい。この届出を怠ると、受給できないことがあります。  

(1 )  この様式において、タイトル中の「変更」の部分を○で囲んだ上で、変更後の内容を記入して下さい。  

(2 )  添付書類については、変更された内容に対応したものを提出して下さい。なお、教育訓練内容の変更を行う場合は、計画
の範囲内で訓練を縮小する場合であっても、変更の都度、様式第１号 (3 )を提出して下さい。  

(3 )  この届出書を取り下げるときは様式上段の「○○の実施につき、次のとおり届けます。」を「○○の実施につき、次のとおり
届けたところですが、これを取り下げます。」と修文し、①欄にすでに届けている内容を記入のうえ第１回目の支給申請書を
提出する前までに届け出て下さい。  
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様式特第４号（R2.2） 

雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書 

（新型コロナウイルス感染症関係） 
     

事業活動の状況について次のとおり申し出ます。 

下記の記載事項については、いずれも相違ありません。 

なお、雇用調整中あるいは雇用調整後、ハローワーク又は労働局の立入検査に協力します。 

     

  年  月  日           事業主 住 所 〒 

                           又は  名 称 

                          代理人 氏 名                           ○印  
                                  申請者が代理人の場合、上欄に代理人の記名押印等を、下欄に事業主の住所、名称及び 

氏名の記入（押印不要）を、申請者が社会保労務士法施行規則第 16 条第 2 項に規定する 

提出代行者又は同令第 16 条の 3 に規定する事務代理者の場合、上欄に事業主の記名押印 

等を、下欄に申請者の押印等をして下さい。 

 

                 労働局長 殿          事業主又は 

（        公共職業安定所長経由）    (提出代行者・事務代理者) 

                               社会保険労務士                                  ○印  

 

 

 Ａ 判定期間の指標 

    年  月  日から 

    年  月  日まで 

Ｂ Ａに対応する期間の指標 

    年  月  日から 

    年  月  日まで 

Ｃ 

Ａ／Ｂ×100 

添 付 書 類 ※ 確 認 欄 

月 間 売 上 高 

（         ） 

     

○ 生産量等の減に至った理由として次の事項が該当しますか。 

１．例年繰り返される季節的変動によるものである。           （ はい ・ いいえ ） 
    （例）・夏物、冬物等季節的な商品を取り扱っている場合 

       ・降雪地において冬期間事業活動の停止又は縮小を余儀なくされる場合 

・例年、決算期末に生産量が増加し、その後減少することを繰り返す場合 など 
 

２．事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるものである。（ はい ・ いいえ ） 
    （例）・機械、システム等の故障又は交通事故等の事故による場合 

       ・火災、地震、洪水等の災害により建物、設備、システム等が被害を受けたことによる場合 など 
 

３．行政処分又は司法処分により事業活動の全部又は一部の停止を命じられたことによるものである。 

                                            （ はい ・ いいえ ） 
（例）・営業規制、安全規則、競争規則等の法令違反（その疑いを含む）により行政当局から事業活動の全部又は一部 

             の停止を命じられた場合 

・不法占拠、特許侵害、名誉毀損等の不法行為（その疑いを含む）により司法当局から事業活動の全部又は一部 

       の停止を命じられた場合 など 
 

４．新型コロナウイルス感染症の影響による需要（受注量、客数等）の減少等によるものである。 

（ はい ・ いいえ ） 
    （例）・需要の減少又は集客の困難 

・その他これらに準ずる経済事情の変化 など 
 

○ 事業内容の詳細及び新型コロナウイルス感染症の影響との関わりについて具体的に記述すること。 
 
 

（表面） 
０２  

住 所 〒 
 

名 称 
 

氏 名 
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注 意 

 

１ この申出書は、新型コロナウイルス感染症の影響による需要（受注量、客数等）の減少等

により事業活動が縮小した事業所の事業主が、初回の休業等実施計画（変更）届又は出向実

施計画（変更）届を提出するときに併せて提出してください。 

 

２ A 欄及び B 欄には、月間売上高又は生産量等を記入してください。ただし、売上高以外のと

きは、当該事業所の事業活動を示す指標（生産量・販売額等）を括弧内に記入し、それによ

り算定した数値を記入してください。 

 

３ A 欄には、計画届の提出日の属する月の前月の数値を記入してください 

 

４ B 欄は A 欄の記入に係る期間の前年同期のものの数値を記入してください。（A 欄、B 欄にお

いて、計算の結果に端数が生じる場合、小数点第１位を四捨五入して下さい。） 

 

５ C 欄は、小数点以下が生じても端数処理を行わないで下さい。 

 

６ この様式の提出に当たっては、A 欄から C 欄の数値を証する書類（写）を添付し、その書類

名を添付書類欄に記載すること。 

 

７ 記述欄には、新型コロナウイルス感染症に伴う需要の減少等の状況について、具体的

に、いつから影響を受けたのか、事業内容、取引先名、新型コロナウイルス感染症の影

響と事業の関係、その他必要な事項等を具体的に記載してください。 
 

８ ※欄には、記入しないでください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（裏面） 
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                 の従業員は                                 を従業員代表とすることに

同意し、休業等の実施に関する協定の取り決めについて委任します。

確認印 確認印

・できる限り労働者の自筆による署名、捺印を取ってください。

・従業員の過半数を占める委任状が原則ですが、できる限り全員の署名・捺印をとって

    ください。

従  業  員  氏  名 従  業  員  氏  名

委 任 状
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様式第５号(1)（H31.4 改正） 

雇用調整助成金（休業等）支給申請書 

雇用調整助成金（休業・教育訓練）の支給を受けたいので、裏面記載の注意事項を了解し、次のとおり

申請します。なお、この申請書の記載事項に係る確認を安定所（労働局）が行う場合には協力します。 
 

  年  月  日          事業主 住 所 〒 
                          又は  名 称 
                         代理人 氏 名                            ○印  
 
                                  申請者が代理人の場合、上欄に代理人の記名押印等を、下欄に事業主の住所、名称及び 

氏名の記入（押印不要）を、申請者が社会保険労務士法施行規則第 16 条第 2 項に規定する 
提出代行者又は同令第 16 条の 3 に規定する事務代理者の場合、上欄に事業主の記名押印 
等を、下欄に申請者の押印等をして下さい。  

                  労働局長 殿        事業主又は 
（         公共職業安定所経由）   (提出代行者・事務代理者) 
                               社会保険労務士                                 ○印  
 

①
休
業
等
実
施
事
業
所 

(1)名   称 (2)所 在 地 〒   

※大・中小 
 
 

 

 
事業所番号  

労働保険番号   電話番号  

(3) 事務担当者職氏名  (4) 事業の種類 

(5) 賃金締切日    (6) 対象労働者数（裏面記入要領２参照）  
 a 毎月(  )日・ｂその他(         )  人 産業分類（中分類）  

②
休
業
等
の
規
模 

(1) 月間休業延日数 
   （様式第 5 号(2)の(8)①②の日数計） 

(2) 月間教育訓練延日数 
   （様式第 5 号(2)の(8)③④の日数計） 

(3) 月間休業等延日数 [ (1)+(2) ] 
 

 人・日  人・日  人・日 

(4) 月間所定労働延日数 (5) 月間平均所定労働日数 [ (4)／①(6) ] 
   （小数点第 2 位以下切り捨て） 

(6) 休業規模 [ (3)／(4)×100 ]  
   （小数点第 2 位以下切り捨て） 

 人・日  日  

③
助
成
額
の
算
定 

(1) 助成対象となる月間休業延日数 
   （様式第 5 号(2)の(9)⑥⑦の日数計） 

(2) 助成対象となる月間教育訓練延日数 
   （様式第 5 号(2)の(9)⑧⑨の日数計） 

(3) 助成対象となる月間休業等延日数  
   [ (1)+(2) ]  

 人・日  人・日  人・日 

(4) 支給を受けようとする助成金額（休業） 
   （様式第 5 号(2)の(12)⑩の額） 

(5) 支給を受けようとする助成金額（教育訓練） 
   （様式第 5 号(2)の(12)⑪の額） (6) 合計額 [ (4)+(5) ] 

 円  円  円 

④
支
払 

 
方
法 

国庫金振込（取引金融機関店舗名：  ／支店名  ） 

口座名義（フリガナ） 
 
 

口座の種類  口座番号  

◆判定基礎期間   年  月  日～    年  月  日   

※
労
働
局
処
理
欄 

[G]労働保険料の滞納状況          [安定所]     [局] 
（助成金システムから確認） 
（確定保険料申告書から確認） 

[H]過去の不正受給 [I]労働関係法令違反の有無 

●助成金支給番号 ●支給決定年月日 

労働局決裁欄 
（局長）    （部長・  ）    （課長・  ）    （補佐・  ）    （係長・  ）   （     ） 

 

 

※
安
定
所
処
理
欄 

区      分 [Ａ]判定基礎期間 
助成対象休業等延日数 

[Ｂ]判定基礎期間 
暦月末日対象労働者数 [Ｃ] [Ａ]／[Ｂ] 

[Ｄ]前判定基礎期

間後残日数 
[Ｅ]残日数 

[Ｄ]－[Ｃ] 
休業等助成金 人・日  

             人 
 
       日 

 
日 

 
日 教育訓練分助成金           人・日 

 [F]支給判定金額           （休業）                               円 
 （教育訓練）                             円     

安定所決裁欄 
   （所長）    （部長・次長）    （課長・統括）    （上席・係長）    （職業指導官）   （担当） 

 

 

※ 受付番号 
 

 
 
 

住 所 〒  
名 称 

氏 名 
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注意事項 
【記入要領】 

１ 本様式は一つの判定基礎期間ごとに別葉にして記入して下さい。二又は三の連続する判定基礎期間について支給申請す
る場合、２箇月目又は３箇月目の判定基礎期間の分については、①(6)欄、②欄、③欄及び◆判定基礎期間欄のみの記入
で差し支えありません。 

２ ①(6)欄には、判定基礎期間内の暦月の末日時点の「対象労働者」（※）の数を記入して下さい。なお、判定基礎期間内
に暦月の末日がない場合は、当該判定基礎期間の末日時点の数を記入して下さい。また、２つの判定基礎期間を通算した
期間を一の判定基礎期間として申請する事業所において当該一の判定基礎期間内に暦月の末日が２つある場合、いずれか
遅い方の暦月の末日時点の数を記入して下さい。 
（※）「対象労働者」とは、休業・教育訓練実施事業所に雇用される雇用保険被保険者のうち、次を除いた者をいいます。 
a 判定基礎期間の初日の前日まで申請事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が６か月未満である被保険
者 

b 解雇を予告されている被保険者、退職願を提出した被保険者、事業主による退職勧奨に応じた被保険者（当該解雇
その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く） 

c 日雇労働被保険者である者 
d 判定基礎期間において雇用調整助成金と重複して受給することができない助成金等（具体的には「雇用調整助成金

ガイドブック」の「併給調整」をご覧下さい。）の支給の対象となる被保険者 
３ ②(1)欄には、様式第５号(2)の(８)①欄と②欄の日数の計を、また②(2)欄には、同様式の(８)③欄と④欄の日数の計
を記入して下さい。 

４ ②(4)欄には、休業・教育訓練実施事業所のすべての対象労働者の判定基礎期間における所定労働日の数の合計を記入
して下さい。 

５ ③(1)欄には、様式第５号(2)の(９)⑥欄と⑦欄の日数の計を、また③(2)欄には、同様式の(８)⑧欄と⑨欄の日数の計
を記入して下さい。③(4)欄には、同様式の(12)⑩欄の額を、また③(5)欄には、同様式の(12)⑪欄の額を記入して下さい。 

６ ④欄には、振込先を記入してください。なお、変更の無い場合は、２回目以降の申請の際は記入の必要はありません。 
【支給申請にあたっての注意事項】 

  雇用調整助成金の支給申請は、本様式及び「雇用調整助成金ガイドブック」の「支給申請に必要な書類」に示す添付書
類を用いて次によって提出して下さい。 

１ 既に様式第１号(1)「休業等実施計画（変更）届」を提出した事業主が、休業又は教育訓練を実施し、当該休業に係る
手当（労働基準法第 26 条の規定に違反していない場合）又は当該教育訓練に係る賃金を休業等協定どおりに支払った場
合に提出して下さい。 

２ 休業又は教育訓練を実施した事業所（以下「休業・教育訓練実施事業所」という。）ごとに提出して下さい。 
３ 様式第１号(1)によって事前に届け出ている、一つの判定基礎期間又は二つないしは三つの連続した判定基礎期間（支

給対象期間）と同一の期間分について提出して下さい。 
４ 支給対象期間の末日の翌日から起算して２箇月以内に（ただし、天災その他その期間内に申請しなかったことについて
やむを得ない理由があるときは、当該理由のやんだ後１か月が経過する日までにその理由を記入した書面を添えて）提出
して下さい。 

５ 代理人が申請する場合にあっては、委任状（写）を添付して下さい。 
 
【受給にあたっての注意事項】 
１ 休業等を実施した対象者が当該休業等を実施した判定基礎期間内に所定外労働等を行っていた場合は、②(3)欄の「月

間休業等延日数」から、その所定外労働等に相当する分を控除（残業相殺）した日数（③(3)欄の「助成対象となる月間
休業等延日数」）が助成対象となります。 

２ 雇用調整助成金の対象期間（通常１年間）の所定労働日数が、合理的な理由なくその直前の１年間より増加している場
合、当該増加日数分に当該事業所の年間平均被保険者数を乗じて 12 で除した数を、③(3)欄の「助成対象となる月間休業
等延日数」から差し引いて計算した額を支給します。 

３ 雇用調整助成金は、併給調整の対象となる助成金等（具体的には、「雇用調整助成金ガイドブック」の「併給調整」を
ご覧下さい。）と同時に支給対象となりません。またそれ以外の助成金等についても、本支給申請の対象となる休業等に
ついて支給を受けている場合は支給対象とならない場合があります。 

４ 偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け又は受けようとしたことが判明した場合
には、不正行為により本来受けることのできない助成金を受け又は受けようとした最初の判定基礎期間以降に支給したす
べての助成金を返還していただくとともに、当該期間以降に受けようとした助成金については不支給とさせていただきま
す。 

 
５ ４によらず、助成金の支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合には、その支給すべき額を超えて支払われた部

分の額を返還していただきます。 
６ 労働基準法第２６条の規定に違反して支払った手当について助成金の支給を受けた場合には、助成金のうち当該違反し
て支払った手当に係る部分の額を返還していただきます。 

７ 助成金の受給に当たっては、リーフレット等に記載されているもののほか、各種要件がありますので、本支給申請前に
都道府県労働局又は公共職業安定所に確認して下さい。 
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様式第５号(2)（H31.4 改正） 

雇用調整助成金 助成額算定書 

（事業所名）  （事業所番号）  

（１）前年度１年間の雇用保険の保険料 

の算定基礎となる賃金総額 
 円 

（２）前年度１年間の１箇月平均の 

 雇用保険被保険者数 

 

                 

 

 

 

人 

（３）前年度の年間所定労働日数 
 

 
 日 

（４）平均賃金額 
［(1)/（(2)×(3)）］ 

  円 

 
休 業 

教 育 訓 練 
全日 短時間 

（５）休業手当等の支払い率 
※就業規則、休業等協定によって定められた、休業 
 手当の支払率又は教育訓練中の賃金の支払い率。 

 ％  ％  ％ 

（６）基準賃金額 

［(4)×(5)］ 
 円  円  円 

（７）１人日当たり助成額単価 
［(6)×助成率（  1/2 ・ 2/3 ）］ 

※基本手当日額の最高額を超える時は当該最高額。 

 円  円  円 

（８）月間休業等延日数 
※様式第 5 号(3)の⑭～⑰欄から転記。 

① ② 
事業所内 事業所外 

③ ④ 

    

人・日          人・日 人・日 人・日 

 

 
 

（残業相殺分） 
※様式第 5 号(3)の㉑欄から転記。 

⑤ 
 
 

 人・日 

（９）助成対象となる 
   月間休業等延日数 
※①～④を⑥～⑨へ転記。ただし⑤がある場合は、 
 ①からそれを差し引いた値を⑥に記入。①から差 
 し引きれなかった場合は、残り分を順次②③④か 
 ら差し引き、その値を⑦⑧⑨に記入。 

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

    

人・日 人・日 人・日 人・日 

 人・日  人・日 

（10）教育訓練に係る加算額 
［(9)× 1,200 円］      

   円  円 

（11）支給を受けようとする助成額 
［休業の場合(7)×(9)］ 
［教育訓練の場合(7)×(9)＋(10)］ 

 円  円  円  円 

（12） (11)の小計 
⑩ 

 
 円 

⑪ 

 
 円 

（13） (12)の合計  円 

※（１）欄は千円未満の端数を切り捨てた値、（２）及び（３）欄は小数点以下の端数を切り捨てた値、 
 （４）及び（６）～（８）欄は小数点以下の端数を切り上げた値を記入して下さい。 
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【記入要領】 

 

１ （１）欄には、労働保険料の申告の際に用いた「労働保険料確定保険料申告書(様式6号)」の⑧保険料・一般拠

出金算定基礎額のうちの雇用保険法適用者分の額（千円未満の端数切り捨て）を記入して下さい。 

２ （２）欄には、前年度１年間の各月末時点の雇用保険被保険者数の平均（小数点以下切り捨て）を記入して下さ

い。 

３ （３）欄には、部署や勤務形態毎に当該所定労働日数が異なる場合、その部署等に従事する年度末の労働者数等

により加重平均をした全労働者の平均年間所定労働日数（小数点以下切り捨て）を記入して下さい。ただし、休業

等協定による休業手当等を算定するために、賃金の日割り計算をする際に、所定労働日数によらず、所定労働日数

より大きな任意の日数や暦日数を用いる場合は、３６５日と記入して下さい。 
 
     （例）   Ａ部署 従業員３０人……所定労働日数２５４日 
           Ｂ部署 従業員６５人……所定労働日数２６３日 
       （３０人×２５４日）＋（６５人×２６３日） 

             ９５人          

４ （４）欄には、（１）／（（２）×（３））の値（小数点以下切り上げ）を記入して下さい。 

５ （５）欄にはそれぞれ、就業規則又は休業等協定によって定められた、通常の賃金額に対する休業手当又は教育

訓練中の賃金の額の割合（支払い率）を記入して下さい。なおこれらの定めのない場合、実際の支払い率は 100％

とする必要があります。 

６ （６）欄にはそれぞれ、(４）×（５）の値（小数点以下切り上げ）を記入して下さい。 

７ （７）欄にはそれぞれ、表側タイトル欄中の助成率のうち該当する該当するもの（※）を○で囲んだ上で、（６）

×当該助成率の値（小数点以下切り上げ）を記入して下さい。ただしその値が雇用保険基本手当日額の最高額を超

える時は、当該最高額を記入して下さい。（※ 大企業：１／２、中小企業：２／３）     

８ （８）①～④欄及び⑤欄にはそれぞれ、様式第 5 号(3)「所定外労働等の実施状況に関する申出書」の⑭～⑰欄

及び㉑欄の数値を転記して下さい。 

９ 休業等を実施した対象者が当該休業等を実施した判定基礎期間内に所定外労働等を行っていた場合は、「月間休

業等延日数」から、その所定外労働等に相当する分（⑤欄の値）を控除（残業相殺）した延日数が助成対象となり

ます。 

  （９）⑥～⑨欄にはそれぞれ（８）①～④欄の値を転記しますが、（８）⑤の値が１人日以上である場合は、①

の値から⑤の値を差し引いた値を⑥に記入して下さい。なお、①＜⑤で、⑤の値を差し引きれなかった場合は、⑤

の残り分を、引き切れるまで順次②③④から差し引き、その値を⑦⑧⑨に記入して下さい。 

10 （９）の下段の左側の欄には⑥＋⑦の値、右側の欄には⑧＋⑨の値を記入して下さい。 

11 （10）欄には、雇用調整助成金を受給される事業主の方が教育訓練を行った場合において、それそれ、（９）×

1200円の値を記入して下さい。 

12 （11）のうち休業に係る左側の２つの欄にはそれぞれ（７）×（９）の値を、また教育訓練に係る右側の２つの

欄にはそれぞれ（７）×（９）＋（10）の値を記入して下さい。（12）のうち休業に係る左側の欄には（11）欄の

うち休業に係るものの小計（全日＋短時間）を、また教育訓練に係る右側の欄には（11）欄のうち教育訓練に係る

ものの小計（事業所内＋事業所外）を記入して下さい。 

13 （13）欄には（12）欄の休業に係る額と教育訓練に係る額の合計を記入して下さい。この額が支給を受けようと

する助成金額になります。 

14 支給額は最終的に労働局において雇用保険データを基に算出された額によって決定され、本様式で算出された金

額と異なる場合がありますのでご了承下さい。 

15 雇用調整助成金の対象期間（通常１年間）の所定労働日数が、合理的な理由なくその直前の１年間より増加して

いる場合、当該増加日数分に当該事業所の年間平均被保険者数を乗じて12で除した数を、（９）欄の「助成対象と

なる月間休業等延日数」から差し引いて計算した額を支給します。 

16 本様式による申請が２回目以降であり、内容に変更がない場合は、（１）～（４）欄は省略して差し支えありま

せん。 

17 本様式については、支給審査を妨げないものであって、かつ、所定の事項が記載されていれば、任意の様式を用

いたり、（２）～（３）欄の算定内容のみを別紙としても差し支えありません。 

 

＝ ２６０日 
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様式第１号(3)・様式第５号(3)  (H29.4改正)

判定基礎期間(④の初日～末日）： 年 月 日 ～ 年 月 日

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

㊞

※ ㊞

名称

（事業所番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1

枚目／

⑦～⑫の小計（本ページ分の計）

平成

⑧
全日
休業
○

（日）

⑨
短時
間休
業

(h)

⑥
月間所

定
労働時
間数
(h)

②雇用保険
　被保険者番号

(4桁-6桁-1桁)

休業・教育訓練対象者 ④休業又は教育訓練の日別内訳（上段：労働・休日及び休業・教育訓練の計画・実績、下段：所定外労働等の時間） ⑦
月間所
定労働
日数

(日)

⑤
賃
金
形
態

平成

月

①氏　名

③被保険者
資格取得
年月日
(和暦)

⑲ 代表的な1日の
　所定労働時間
　　　(h)　※

合計（全ページ分の計）※

年

事 業 主

平成
(注)⑩⑪において△▲は0.5日としてカウントする。

㉑差引数
　(⑱/⑲)
　　(日)　※

⑳短時間休
　業(⑮/⑲)
　　　(日)　※

㉒ ①の休業・教育訓練対象者数(人)　※

㉓ 休業対象者数(人)　※

㉔ 教育訓練対象者数(人)　※

⑫
所定外
労働等
の時間

数
（h）

⑩
事業
所内
訓練
◎△
(日)

⑪
事業
所外
訓練
●▲
(日)

氏名

日※

協定をした労働者代表

氏名

　事業主及び協定をした労働者代表は、本表に記載した内容（⑤～⑦、⑫、⑬、⑱～㉑を除く）が労使協定に定めるところによったものであること
を確認し、①の休業・教育訓練対象者については、解雇予告をされたこと、退職願を提出したこと、事業主による退職勧奨に応じたこと、併給調整
の対象となる助成金を受給していること等により対象とならない者が含まれていないことを誓約します。また、事業主は、上記の実施状況の確認を
公共職業安定所又は労働局が行う場合には協力し、上記について、偽り・誤り、労働基準法に違反する取り扱いがないことを誓約します。

枚中
(注)複数枚にわたる場合、※欄は最終ページのみに記入。

計画一覧表 ・ 実績一覧表 及び 所定外労働等の実施状況に関する申出書〕〔変更届 休業 ・ 教育訓練

2

3

4

5

6

8

7

9

10
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1 7

8

9

2

10
3

4 11

5 12

13

6

14

15

16

【記入要領】

　⑳欄・㉑欄には、それぞれ⑮欄・⑱欄の数値を⑲欄の数値で除した数値（小数点以下切り上げ）を
記入して下さい。

　㉒欄には、①欄に記入された対象者数の全ページ分の合計を記入して下さい。㉓欄はそのうち休
業をした者、㉔欄は教育訓練をした者の数を記入して下さい（休業と教育訓練の両方を行った者は両
方に計上します）。

　④欄の上段には、労働・休日及び休業・教育訓練などの計画・実績を、次に示す記号又は数字で
記入して下さい。
　　・1日休業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○
　　・短時間休業・・・・・・・・・・・・・短時間休業の時間（30分未満は切り捨て。例：1時間40分→1.5）
　　・教育訓練（事業所内・全日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◎
　　・教育訓練（事業所内・半日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・△
　　・教育訓練（事業所外・全日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
　　・教育訓練（事業所外・半日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・▲
　　・所定休日（法定休日、振替休日、代休を含む）・・・・休
　　・有給休暇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・有
　　・欠勤（労働者都合による無給休暇）・・・・・・・・・・・・・欠
　※　「短時間休業」は、事業所において対象者が一斉に行う場合にのみ記入して下さい。
　※　「短時間休業」と「教育訓練（半日）」を同日に実施した場合は、④欄の上段の同じ欄内に
　　　短時間休業の時間数及び「△」又は「▲」の両方を記入して下さい。

　⑤欄には、月給制（日給月給制を含む。）の場合「月」、日給制の場合「日」、時間給制の場合「時」と記

　⑥欄には、月給制の者については月の所定労働時間数を、また日給制及び時間給制の者につい
ては１日の所定労働時間数を記入して下さい。いずれも、就業規則等に規定されているもの（時間外
手当の計算に用いているもの）を記入して下さい。なお、それが月ごとに異なる場合は判定基礎期間
に係る月（暦月と判定基礎期間が異なる場合は、判定基礎期間の初日が属する月）の所定労働時間
数をを記入して下さい。
　また、特に定めのない場合は、月の所定労働時間数については、（365日－年間所定休日数）×１
日の所定労働時間数／12月で計算した時間数を記入して下さい。

　本様式は、休業を行う場合は支給申請時に、また教育訓練を行う場合は計画届提出時及び支給
申請時に用います。
　計画届提出時は、タイトルの「休業」又は「教育訓練」のうち該当するもの及び「計画一覧表」を□
で囲んで下さい。④欄の中下段及び⑤欄～㉑欄は記入不要です。
　支給申請時は、タイトルの「休業」又は「教育訓練」のうち該当するもの及び「実績一覧表及び所定
外労働等の実施状況に関する申出書」を□で囲んで下さい。
　なお休業と教育訓練の両方を行う場合の計画届提出時には、④欄の上段において教育訓練の計
画のみならず休業の計画も記入して差し支えありません。
　教育訓練に係る計画の変更を行う場合、本様式は、変更後の計画の内容について改めて計画届
を提出するものとして記入して下さい。ただし、タイトルの「□変更届」にレ印を記入するとともに、変
更のあった対象者の①欄の左側の通番、及び変更した部分の④欄の上段の記号等を○で囲んで
下さい。

　本様式は、判定基礎期間（賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間）ごとに記入して下
さい。④欄の表頭部分中の上段は日付（1,2,3・・・）、下段は曜日(日,月,火・・・）を、判定基礎期間の
初日から末日までに適宜記入し、タイトル直下の「判定基礎期間」の欄にその初日と末日を記入して
下さい。

　判定基礎期間内に、対象者に転出入、被保険者資格の喪失又は解雇の予告等があったときは、
その旨及びその事実の生じた年月日を、①欄に氏名と併せて注記するとともに、当該対象者の④欄
については、その事実の生じた日まで（転入の場合はその日の翌日から）の分についてのみ記入
し、それ以降（転入の場合はそれ以前）の日は④欄の上段のセルに斜線を引いて下さい。

　①の対象者は、できれば賃金台帳や出勤簿等の順番で記入して下さい。

　④欄の下段には、所定外労働等の時間数を記入して下さい（下段の上行に時間、下行に分を記
入)。所定外労働等の時間数の具体的な計算方法については、「雇用調整助成金ガイドブック」の「残
業相殺」をご覧ください。

　⑧欄～⑪欄には、④欄の上段に記入された略号や数字を、次によってカウントした数値を記入して
下さい。⑧欄には「○」の日数の合計を、また⑨欄には短時間休業の時間数の合計を、また⑩欄には
「◎」の日数と、「△」の日数に0.5を乗じた日数の合計を、また⑪欄には「●」の日数と、「▲」の日数に
0.5を乗じた日数の合計を記入して下さい。

　⑫欄には、対象者ごとの④欄の下段に記入された、所定外労働等の時間数の合計を時間単位で記
入して下さい。30分未満の端数がある場合は切り捨てて下さい(例：10時間40分→10.5）。

　⑬欄～⑱欄の上段には、同じページの⑦欄～⑫欄の数字の小計を記入し、下段は最終ページに
おいて、全ページの上段の数字の合計（小数点以下切り上げ）を記入して下さい。

　⑲欄には、就業規則等に規定されている１日の所定労働時間を記入して下さい。なお、それが月ご
とに異なる場合は判定基礎期間に係る月（暦月と判定基礎期間が異なる場合は、判定基礎期間の初
日が属する月）の所定労働時間を、また労働者ごとに異なる場合は最も適用される人数の多い所定
労働時間を記入して下さい。

　⑦欄には、判定基礎期間中の各対象者ごとの所定労働日数（判定基礎期間の日数-判定基礎期間
中の所定休日数に相当）を記入して下さい。

　対象者が多く複数枚にわたる場合は、①欄の左側の通番を適宜11,12・・・と修正するとともに、様
式左下の｢　枚目／　枚中｣欄に記入して下さい。また、※を付した欄（事業主及び協定をした労働
者代表の記名押印又は署名の欄、⑬欄～⑱欄の下段、及び⑲欄～㉔欄）の記入は最終ページの
みで差し支えありません。
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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

のご案内

令和２年３月１８日版
厚生労働省

事業主の皆さまへ
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① 雇用する労働者の申し出により、令和２年２月２７日から同年３
月３１日までの間に、以下のいずれかに該当する有給休暇を取得さ
せたこと。
ア 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をし
た小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休
暇

イ 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染したおそ
れのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うため
の有給休暇

(注１) アの臨時休業等とは、小学校等が臨時休業や当該施設又は事業の利用の停止を行うことのほか、

地方公共団体、当該施設又は当該事業を行う者から当該施設又は事業の利用を控えるよう依頼する

こと、特定の子どもについて、学校長が新型コロナウィルスに関連して特別に欠席を認めることを

いいます。

(注２) 小学校等は欄外の※の施設又は事業をいいます。

(注３) イの感染したおそれのある子どもとは、発熱等の風邪症状が見られる子ども又は新型コロナウ

イルスに感染した者の濃厚接触者である子どもをいいます。

(注４) 保護者には、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者のほか、事

業主が有給休暇を取得させた場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

(注５) アについては、春休みなど小学校等が元々休みの日に取得した有給休暇は含まれません。イに

ついては、小学校等が元々休みの日であるかにかかわらず、上記の期間に取得した有給休暇が全て

含まれます。

なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

(注６) 休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備

されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

(注７) 年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱いも対象にな

ります。（ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得てい

ただくことが必要です。）

② ①の有給休暇は、労働基準法第３９条の規定による年次有給休暇

として与えられるものではないこと。

③ ①の有給休暇は、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われる
ものであること。（助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を

支払う必要があります。）

④ ①の有給休暇を取得した労働者が、申請日時点において１日以上

は勤務したことのある労働者であること。

次の全ての要件に該当する事業主が対象となります。
チェック

１．支給要件 （その他の要件等についてはｐ４～６をご参照ください。）

※ 小学校、義務教育学校（前期課程に限る。）、各種学校（幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限
る。）、特別支援学校（全ての部）、不登校の学齢児童の学習指導を主たる目的とする教育支援センター・不登校特例
校・その他民間施設、放課後児童健全育成事業、放課後等デイサービスを行う事業、幼稚園、保育所、認定こども園、
家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、へき地保育所、一時預
かり事業、病児保育事業、延長保育事業、子育て援助活動支援事業、子育て短期支援事業、児童心理治療施設（通所の
用に供する部分に限る。）、児童自立支援施設（通所の用に供する部分に限る。）、児童発達支援を行う事業、医療型
児童発達支援を行う事業、短期入所を行う事業、日中一時支援事業、地域活動支援センター。
ただし、障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校（後期課程に限る。）、高等学校、中等教育学校、高

等専門学校（第１学年から第３学年まで）、専修学校（高等課程に限る。）、各種学校（中学校又は高等学校の課程に
類する課程を置くものに限る。）、不登校の学齢生徒の学習指導を主たる目的とする教育支援センター・不登校特例
校・その他民間施設も含む。
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２．支給額

３．支給申請の手続

（１）支給申請期限

（２）申請書の提出先

申請事業主の本社等（人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所）の所
在地を担当する以下の提出先に郵送（配達記録が残るもの）してください。

※ 申請期間内に提出先に到達していることが必要ですのでご留意ください。
※ 雇用調整助成金も申請される方は、最寄りの都道府県労働局等でも受け付けますのでご相談

ください。

対象労働者１人につき、以下の式により算出した額とし、企業内の対象労働者

に係る当該金額の合計額を支給します。

（※１）各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの。8,330円を超える場合は8,330円。

（※２）各対象労働者の合計有給休暇日数。時間単位の休暇を含む。

（※３）有給休暇の合計日数のうち１日に満たない時間数については、対象労働者の日額換算
賃金額を時給換算した額を当該時間数で乗じて得た額。8,330円を超える場合は8,330円。

対象労働者の日額換算賃金額（※１）× 有給休暇の日数（※２）

（３）問い合わせ先

支給申請期間は、 までです。
※ 事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者につ
いて１度にまとめて申請をお願いします。

助成金の詳しい支給要件や手続等のお問い合わせについては、

２

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター

TEL：0120-60-3999（受付時間）9:00～21:00（土日・祝日含む）

令和２年３月１８日～同年６月３０日

◎学校等休業助成金・支援金受付センター（厚生労働省の委託した事業者）に郵送してください。
※本社等の所在地により以下の４つに分かれます

・関東地区 （茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川）
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室

学校等休業助成金・支援金受付センター

・東北、関西、四国、中国地区
（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、
島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知）
〒105-0014 東京都港区芝２-２８-８ 芝二丁目ビル4階

学校等休業助成金・支援金受付センター

・北陸、中部、九州・沖縄地区
（新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、

宮崎、鹿児島、沖縄）
〒170-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 25階

学校等休業助成金・支援金受付センター

・北海道地区
〒550-8798 大阪西郵便局私書箱62号 学校等休業助成金・支援金受付センター
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①(対象事業主が雇用保険適用事業主でない場合)労災保険への加入が確認できる書類

例：労働保険関係成立届の事業主控（労働基準監督署受理済みのもの）、概算保

険料申告書

②(対象労働者が雇用保険被保険者でない場合)雇用されていることを確認できる書類

例：労働者名簿、雇用契約書、労働条件通知書、対象労働者の給与振り込みの銀

行への依頼データ等

③ 対象労働者が有給休暇を取得したことが確認できる書類

例：休暇申出書、休暇簿、出勤簿、タイムカード、賃金台帳、就業規則等

④ 対象労働者の有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われた

ことが確認できる書類

例：賃金台帳等

⑤ 対象労働者の通常の賃金が確認できる書類

例：賃金台帳、労働条件通知書等

⑥ 対象労働者の所定労働日や所定労働時間が確認できる書類

例：労働条件通知書、就業規則、勤務カレンダー等。これに加えて、変形労働時

間制、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制、裁量労働制又は

高度プロフェッショナル制を利用している場合は、そのことについて締結

している労使協定等。また、シフト制又は交替制をとっている場合は、対

象労働者の具体的な労働日・休日や労働時間を当該労働者に対して示した

勤務カレンダー、シフト表等

⑦ 小学校等の臨時休業等により子どもの世話を行うための有給休暇を取得した場合、

小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類

例：小学校等からの臨時休業等に係るお知らせ、当該書類がない場合は小学校等

の休業期間を記入した有給休暇取得確認書

⑧ 対象事業主に雇用されており、申請日時点において１日以上勤務している労働者

であることが確認できる書類

例：労働条件通知書に加え出勤簿、タイムカード等

⑨ 対象労働者のうち、中等教育の課程に在籍する障害のある子どもの場合は、当該

障害があることを確認できる書類

例：特別支援学校の在学証明書、障害者手帳、医師による診断書、障害児通所施

設に係る受給者証、特別児童扶養手当等の受給を証明する書類等

支給申請書、有給休暇取得確認書、支給要件確認申立書、支払方法・受取人住所届の他、以下

のすべての書類の写しの添付が必要です。

(注)「有給休暇」とは、ｐ１の①に該当する有給休暇をいいます。
「対象労働者」とは、ｐ１の①に該当する有給休暇を取得した労働者であって、支給対象事業主に雇

用され、申請日時点において１日以上は勤務したことのある者をいいます。
「対象事業主」とは、その雇用する労働者がｐ１の①に該当する有給休暇の申出をした場合に、当該

労働者に対して有給休暇を取得させた事業主をいいます。

（３）必要書類

提 出 書 類 チェック
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■ その他の要件 ■
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金においては、ｐ１の支給

要件のほか、次の要件等が適用されます。

● 受給できる事業主
１ 雇用保険適用事業所の事業主であること（対象労働者が被保険者でない場合であって、

事業主が雇用保険適用事業主ではない場合は、労働者災害補償保険適用事業所の事業主であること。

また、雇用保険適用事業主でなく、労働者災害補償保険の適用を受ける事業主にも該当しない暫定任

意適用事業所の場合は、当該事業所を管轄する農政事務所等が発行する農業等個人事業所に係る証明

書の添付がある事業主であること）

２ 支給のための審査に協力すること

（１）支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管している

こと

（２）支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、雇用環境・

均等局等から求められた場合に応じること

（３）雇用環境・均等局等の実地調査を受け入れること など

３ 申請期間内に申請を行うこと

● 受給できない事業主
次の１～９のいずれかに該当する事業主は、本パンフレットに記載された助成金を

受給することができません。

１.平成31年４月１日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定
又は支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日又は支給決定取消日か
ら５年を経過していない事業主。
※不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようと

することを指します。例えば、離職理由に虚偽がある場合（実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合で
あるなど）も不正受給に当たります。

２.平成31年４月１日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員
等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合。
※この場合、他の事業主が不支給決定日又は支給決定取消日から５年を経過していない場合や支給決定取消日から

５年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合（時効が完成している場合を除く）は、申
請できません。

３.支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を
納入していない事業主（支給申請日の翌日から起算して２か月以内に納付を行っ
た事業主を除く）

４.支給申請日の前日から起算して１年前の日から支給申請日の前日までの間に、
労働関係法令の違反があった事業主

５.性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業
を行う事業主
※これらの営業を行っていても、例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合や、

接待営業の規模が事業全体の一部である場合は、受給が認められます。

59



６.事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合

７.事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第４条に規定する暴力主義的破
壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合

８.支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

９.不正受給が発覚した際に事業主名及び役員名（不正に関与した役員に限る）等の
公表について、あらかじめ承諾していない事業主

■ 助成金申請に当たっての留意事項 ■

● 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金は、対象事業主に事業

主（法人、個人事業主の場合は当該個人）単位で支給します（事業所単位で支給

するものではありません）。

● 代理人等による申請については、正当な代理人等かを確認するため、社員証等の

身分を証明できるものを提示いただきます。

なお、社会保険労務士以外の方（弁護士等を除く）が他人の求めに応じ報酬

を得て支給申請等に係る手続きを業として行うことは、社会保険労務士法に

違反します。

● 「支給要件確認申立書」は申請の都度、提出する必要があります。

● 原則として、提出された書類により審査を行います。書類の不備にはご注意くだ

さい。

● 雇用環境・均等局に提出した支給申請書、添付資料の写しなどは、支給決定され

たときから５年間保存しなければなりません。

● 次の同一の対象労働者の同一の日（期間）に係る措置に対して、労働移動支援助

成金（早期雇入れ支援コース）、中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース）、

特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース、生涯現役コース、被災者雇

用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、安定雇用実現コー

ス、就職氷河期世代安定雇用実現コース、生活保護受給者等雇用開発コース）、

トライアル雇用助成金（一般トライアルコース、障害者トライアルコース、障害

者短時間トライアルコース、若年・女性建設労働者トライアルコース）、地域雇

用開発助成金（沖縄若年者雇用促進コース）、通年雇用助成金（新分野進出除

く）及び両立支援等助成金（出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、

育児休業等支援コース（育休取得時、復帰時、代替要員確保時、復帰後支援（子

の看護休暇制度制度）））との併給は行いません。

また、同一の者の同一の日（期間）に係る措置に対して、障害者雇用安定助成
金、人材確保等支援助成金及び人材開発支援助成金の賃金助成に係る支給との併
給は行いません。
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● 本パンフレットに記載された助成金の支給・不支給の決定、支給決定の取消し

などは、行政不服審査法上の不服申立ての対象とはなりません。

● 郵送事故を防ぐため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法により送付してく

ださい。また、申請期限までに到達していることが必要です。原則として提出

された書類により審査を行いますので、書類の不備や記入漏れがないよう、事

前によくご確認ください。

● 事業主が、偽りその他不正の行為により助成金を受給した場合、故意に支給申

請書類に虚偽の申請を行いまたは実態と異なる偽りの証明を行った場合、受給

すべき額を超えて助成金を受給した場合などは、支給した助成金の全部または

一部の返還を求めます。また、他の雇用保険二事業関係助成金も含めて、助成

金の５年の支給停止となることがあり、特に重大または悪質な不正受給の場合、

事業主名などが公表されることがあります。

※助成金の支給を受けた事業主等が不正受給を行った場合、不正受給により返還を

求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年５分（令和２年４月１

日以降に支給申請した場合は年３分）の割合で算定した延滞金及び当該返還額の２

割に相当する額の合計額を支払う義務を負います。

※不正に関与した社会保険労務士または代理人等を連帯責任者として設定し、返還

請求を行うとともに、公表を行います。また、当該社会保険労務士または代理人等

が行う雇用関係助成金の申請について事業主の支給停止と同じく５年間、受理しま

せん。

● この助成金の内容は、予告なく変更する可能性があります。最新の内容は下記

の厚生労働省ホームページでご確認ください。

このパンフレットに記載しているものの他にも詳細な要件などがありますので
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター（TEL:0120-60-3999）にご
相談ください。

支給申請書は、厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。
トップページ> 分野別の政策 >子ども・子育て > 職場における子育て支援

> 事業主の方へ> 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取
得支援のための新たな助成金を創設します。

＜詐欺等にご注意下さい！＞

厚生労働省や労働局等では、助成金の相談について電話等で勧誘することはありません。
また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話等で問い合わせることはあ
りませんので、ご留意ください。
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